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県北の家庭教育応援企業通信 
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 福島県教育庁県北教育事務所 

  福島市舟場町2番1号 

  電話024-523-1627 

発行者   有 賀 仁 一 

新たに、シオヤユニテック株式会社、福島酸素株式会社、公立藤田総合病院から申し込みをいただ

き、家庭教育応援企業が３７になりました。家庭教育応援企業の皆様には子育てしやすい職場環境づ

くりと子どもたちが健やかに育つことができる活動に取り組んでいただいています。 

今年度から、福島県家庭教育応援企業には、福島県教育委員会より『認証書』が発行されることにな

りました。

＜福島市＞ 

福島ヤクルト販売株式会社、大槻電設工業株式会社、福島信用金庫、佐藤工業株式会社 

朝日システム株式会社、東開工業株式会社、社会医療法人秀公会、株式会社福島銀行 

株式会社ダイユーエイト、株式会社大丸工務店、株式会社東邦銀行、株式会社山川印刷所 

株式会社日進堂印刷所、公益社団法人福島県森林、林業、緑化協会、第一温調工業株式会社 

協和ボーリング株式会社、株式会社トーネット、株式会社トーネットコーポレーション 

株式会社三本杉ジオテック、株式会社オノヤスポーツ、株式会社日新土建、株式会社クリーンテック 

株式会社環境分析研究所、株式会社こんの、一般財団法人大原綜合病院、株式会社阿部紙工 

株式会社光和設備工業所、シオヤユニテック株式会社、福島酸素株式会社 

＜伊達市＞ 

富士通アイソテック株式会社、公益財団法人仁泉会 

＜国見町＞ 

公立藤田総合病院 

＜二本松市＞ 

  株式会社丸や運送、二本松信用金庫 

＜大玉村＞ 

  株式会社三和製作所 

＜本宮市＞                                           

  アルス株式会社、株式会社光大産業                               

家庭教育を充実させていくためには、家庭や地域だけでなく、企業の取組の推進が益々求められています。

ぜひ、取り組みの様子を御報告ください。 
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福島県教育庁社会教育課では、家庭教育に役立つ情報提供や相談の窓口などを紹介しています。また、「家庭

教育手帳」や「家庭教育サポートブック」を作成しています。ぜひご活用ください。 

詳しくは、下記のＵＲＬを参照ください。 

http://www.syakai.fks.ed.jp/ 

 

   

 

 職場見学または職場体験を広く受け入れていただける企業や地域の親子が参加できる行事やレクリエーショ

ンを実施し、広く参加者を募られる企業はお知らせください。また、家庭教育に関する資料の提供や学習会の講

師の紹介の希望がありましたらお知らせください。 

 

 

＜家庭教育サポートブックの内容＞ 
１ 家庭の役割と子どもとの関わり 

（１）家庭の役割 

（２）子どもとの関わり 

２ 生活習慣の定着のために 

（１）基本的生活習慣 

（２）生活習慣を身につかせるには 

３ 家庭における学習習慣の確立のために 

（１）学ぶ意欲を育てる 

（２）学習習慣を身につかせるには 

４ 家庭における読書のすすめ 

５ こころと体の健康のために 

６ 自立に向けての関わり 

（１）思春期の子どもに向き合うために 

（２）思春期の子どもとの関わり 

 

「家庭の日」は、昭和30年に鹿児島県のある町で、家庭の大切さを見直すことと、農業従事者の農休日を設

ける動きがきっかけとなり誕生しました。 

今月の家庭の日は５月１５日日曜日です。家庭は人間形成の基盤であり、健全な青少年を育成するには、よ

い家庭環境をつくることが必要です。このため、まず大切なことは家庭の和やかな話し合いを通じて家族全員

の意思の疎通と感情の融和を図り、お互いに理解しあうことが大切です。このようにしてよりよい家庭をつく

りあげるため、県内の全ての家庭が自主的に毎月１回〔家庭の日〕を実施するよう、その普及を図るものです。 

＜家庭では＞ 

◯家族で話し合いましょう 

・学校のこと、会社のことなど普段ゆっくり話すことができない話題について話し合いましょう。 

◯家族で楽しみましょう 

・料理を分担して作ったり、後片付けを分担したりしてみましょう。 

・ハイキングや美術館、博物館などに出かけてみましょう。 

・スポーツをしましょう。 

・家族で地域の行事に参加してみましょう。  

・本を読みましょう。 

それぞれの御家庭ならではの「家庭の日」をお過ごしください。 

 

 

       

 

 

               

http://www.syakai.fks.ed.jp/

